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【公開番号】特開2008-211332(P2008-211332A)
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月22日(2008.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複写禁止の命令が埋込まれた印刷データと前記印刷データに埋込まれた前記複写禁止の
命令を解除するための解除情報が埋込まれた別の印刷データとを生成する生成手段と、
　前記生成手段で生成された各印刷データを夫々別の紙に印刷する印刷手段と、
　前記各印刷データを前記印刷手段に送信する送信手段とを有することを特徴とする画像
形成装置。
【請求項２】
　画像が読取られた紙に複写禁止の命令が含まれているか判断する第１の判断手段と、
　前記第１の判断手段で複写禁止の命令が含まれていると判断された場合に、前記複写禁
止の命令を解除するための解除情報を含む別の紙が読取られたかを判断する第２の判断手
段と、
　前記別の紙が読取られたと判断された場合に、前記複写禁止の命令が含まれていると判
断された前記読取られた紙を出力する出力手段とを有することを特徴とする画像形成装置
。
【請求項３】
　前記解除情報を含む別の紙が一度読取られた場合、前記別の紙に含まれた解除情報を無
効にする無効手段を備えることを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　画像を読み取る画像読み取り手段と、
　前記画像読み取り手段により読み取られた画像が複写の禁止の解除を示す複写禁止解除
情報を含むか否かを判断する第１の判断手段と、
　前記画像読み取り手段により読み取られた画像が前記複写禁止解除情報を含むと判断さ
れた場合、前記複写禁止解除情報を含む画像に含まれる識別情報を記憶する記憶手段と、
　前記画像読み取り手段により読み取られた画像が複写の禁止を示す複写禁止情報を含む
か否かを判断する第２の判断手段と、
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　前記画像読み取り手段により読み取られた画像が前記複写禁止情報を含むと判断された
場合、前記記憶手段に記憶された識別情報と前記複写禁止情報を含む画像に含まれる識別
情報とを比較する比較手段と、
　前記比較手段による比較の結果、識別情報が一致した場合に、前記複写禁止情報を含む
画像に基づく印刷を行う印刷手段と、
　前記比較手段による比較の結果、識別情報が一致しなかった場合に、前記複写禁止情報
を含む画像に基づく印刷を禁止する禁止手段と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　前記画像読み取り手段により読み取られた画像が前記複写禁止解除情報を含むと判断さ
れた場合、前記複写禁止解除情報を含む画像に対応する原稿に読み取り済みであることを
示すスタンプを押下するスタンプ押下手段を備えることを特徴とする請求項４記載の画像
形成装置。
【請求項６】
　複写禁止の命令の埋込まれた印刷データと前記印刷データに埋込まれた前記複写禁止の
命令を解除するための解除情報の埋込まれた別の印刷データとを生成する生成ステップと
、
　前記生成ステップで生成された各印刷データを夫々別の紙に印刷する印刷ステップと、
　前記印刷データを前記印刷手段に送信する送信ステップとを有することを特徴とする画
像形成装置の制御方法。
【請求項７】
　読取られた紙に複写禁止の命令が含まれているか判断する第１の判断ステップと、
　前記第１の判断ステップで複写禁止の命令が含まれていると判断された場合に、前記複
写禁止の命令を解除するための情報を含む別の紙が読取られたかを判断する第２のステッ
プと、
　前記別の紙が読取られたと判断された場合に、前記複写禁止の命令が含まれていると判
断された前記読取られた紙を出力する出力ステップとを有することを特徴とする画像形成
装置の制御方法。
【請求項８】
　前記解除情報を含む別の紙が一度読取られた場合、前記別の紙に含まれた解除情報を無
効にする無効ステップを備えることを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置の制御方
法。
【請求項９】
　画像を読み取る画像読み取りステップと、
　前記画像読み取りステップで読み取られた画像が複写の禁止の解除を示す複写禁止解除
情報を含むか否かを判断する第１の判断ステップと、
　読み取られた画像が前記複写禁止解除情報を含むと前記第１の判断ステップにより判断
された場合、前記複写禁止解除情報を含む画像に含まれる識別情報を記憶する記憶ステッ
プと、
　前記画像読み取りステップで読み取られた画像が複写の禁止を示す複写禁止情報を含む
か否かを判断する第２の判断ステップと、
　読み取られた画像が前記複写禁止情報を含むと前記第２の判断ステップにより判断され
た場合、前記記憶ステップで記憶された識別情報と前記複写禁止情報を含む画像に含まれ
る識別情報とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップによる比較の結果、識別情報が一致した場合に、前記複写禁止情報を
含む画像に基づく印刷を行う印刷ステップと、
　前記比較ステップによる比較の結果、識別情報が一致しなかった場合に、前記複写禁止
情報を含む画像に基づく印刷を禁止する禁止ステップと、
　を備えることを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【請求項１０】
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　前記画像読み取りステップにより読み取られた画像が前記複写禁止解除情報を含むと判
断された場合、前記複写禁止解除情報を含む画像に対応する原稿に読み取り済みであるこ
とを示すスタンプを押下するスタンプ押下ステップを備えることを特徴とする請求項９記
載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至１０のいずれか１項に記載の制御方法をコンピュータに実行させることを
特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラム　
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、画像に含まれるコピー（複写）禁止の情報に基づいてコピー動作を制御する
画像形成装置（画像処理装置）及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の技術では、例えば、複写禁止の原稿（印刷物）の複写許
可の管理方法が貧弱、或いは煩雑といった問題がある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　このように、例えば、一般ユーザーには複写を禁止したいが、特定のユーザーには複写
を許可するという状況において、複写が禁止されている原稿に埋め込まれているパスワー
ドを特定のユーザーが手入力する以外で、特定のユーザーに複写を許可したい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の目的は、複写が禁止されている画像について、パスワードを特定のユーザーが
手入力することなしに、特定のユーザーに対して複写が禁止されている画像の複写を許可
することができる装置を提供することにある。また、本発明の別の目的は、パスワードを
特定のユーザーが手入力することなしに、その特定のユーザーに対して複写が禁止されて
いる画像の複写を許可することが可能となりえるように、印刷データを印刷手段に送信す
る所にある。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の画像形成装置は、複写禁止の命令の埋込ま
れた印刷データと前記印刷データに埋込まれた前記複写禁止の命令を解除するための解除
情報の埋込まれた別の印刷データとを生成する生成手段と、前記生成手段で生成された各
印刷データを夫々別の紙に印刷する印刷手段と、前記データを前記印刷手段に送信する送
信手段とを有することを特徴とする。
　請求項２記載の画像形成装置は、読取られた紙に複写禁止の命令が含まれているか判断
する第１の判断手段と、前記第１の判断手段で複写禁止の命令が含まれていると判断され
た場合に、前記複写禁止の命令を解除するための情報を含む別の紙が読取られたかを判断
する第２の判断手段と、前記別の紙が読取られたと判断された場合に、前記複写禁止の命
令が含まれていると判断された前記読取られた紙を出力する出力手段とを有することを特
徴とする。
　請求項４記載の画像形成装置は、画像を読み取る画像読み取り手段と、前記画像読み取
り手段により読み取られた画像が複写の禁止の解除を示す複写禁止解除情報を含むか否か
を判断する第１の判断手段と、前記画像読み取り手段により読み取られた画像が前記複写
禁止解除情報を含むと判断された場合、前記複写禁止解除情報を含む画像に含まれる識別
情報を記憶する記憶手段と、前記画像読み取り手段により読み取られた画像が複写の禁止
を示す複写禁止情報を含むか否かを判断する第２の判断手段と、前記画像読み取り手段に
より読み取られた画像が前記複写禁止情報を含むと判断された場合、前記記憶手段に記憶
された識別情報と前記複写禁止情報を含む画像に含まれる識別情報とを比較する比較手段
と、前記比較手段による比較の結果、識別情報が一致した場合に、前記複写禁止情報を含
む画像に基づく印刷を行う印刷手段と、前記比較手段による比較の結果、識別情報が一致
しなかった場合に、前記複写禁止情報を含む画像に基づく印刷を禁止する禁止手段とを備
えることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項６記載の画像形成装置の制御方法は、複写禁止の命令の埋込まれた印刷データと
前記印刷データに埋込まれた前記複写禁止の命令を解除するための解除情報の埋込まれた
別の印刷データとを生成する生成ステップと、前記生成ステップで生成された各印刷デー
タを夫々別の紙に印刷する印刷ステップと、前記印刷データを前記印刷手段に送信する送
信ステップとを有することを特徴とする。
　請求項７記載の画像形成装置の制御方法は、読取られた紙に複写禁止の命令が含まれて
いるか判断する第１の判断ステップと、前記第１の判断ステップで複写禁止の命令が含ま
れていると判断された場合に、前記複写禁止の命令を解除するための情報を含む別の紙が
読取られたかを判断する第２のステップと、前記別の紙が読取られたと判断された場合に
、前記複写禁止の命令が含まれていると判断された前記読取られた紙を出力する出力ステ
ップとを有することを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　請求項９記載の画像形成装置の制御方法は、画像を読み取る画像読み取りステップと、
前記画像読み取りステップで読み取られた画像が複写の禁止の解除を示す複写禁止解除情
報を含むか否かを判断する第１の判断ステップと、読み取られた画像が前記複写禁止解除
情報を含むと前記第１の判断ステップにより判断された場合、前記複写禁止解除情報を含
む画像に含まれる識別情報を記憶する記憶ステップと、前記画像読み取りステップで読み
取られた画像が複写の禁止を示す複写禁止情報を含むか否かを判断する第２の判断ステッ
プと、読み取られた画像が前記複写禁止情報を含むと前記第２の判断ステップにより判断
された場合、前記記憶ステップで記憶された識別情報と前記複写禁止情報を含む画像に含
まれる識別情報とを比較する比較ステップと、前記比較ステップによる比較の結果、識別
情報が一致した場合に、前記複写禁止情報を含む画像に基づく印刷を行う印刷ステップと
、前記比較ステップによる比較の結果、識別情報が一致しなかった場合に、前記複写禁止
情報を含む画像に基づく印刷を禁止する禁止ステップとを備えることを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項１１記載のプログラムは、請求項６乃至１０のいずれか１項に記載の制御方法を
コンピュータに実行させることを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明によれば、複写が禁止されている画像に埋め込まれているパスワードを特定のユ
ーザーが手入力する以外で、特定のユーザーに対して複写が禁止されている画像の複写を
許可することができる。


	header
	written-amendment

